
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  電子申告が身近に 

Ｑ：電子申告が、今年から簡単になるそう

ですが、どのようになるのですか？ 

 

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

電子申告は、「国税関係法令に係る行政手

続等における情報通信の技術の利用に関する

省令」が改正され、納税者は税理士の関与が

あれば、電子証明書の取得やカドリードライ

ター等の機器の取得が不要となり、税理士の

電子署名による代行送信ができるようになり

ます。 

代行送信は、税理士の関与度合いによって

２通りあります。 

①  税務代理権限を有する場合 

通常、税務代理を税理士に委任している場

合は、税務代理権限証書を提出しなければ

なりませんが、e-TAXソフトで税務代理権

限証書を提出する場合には、納税者の電子

署名が不要となります。 

②  税務書類の作成を委任している場合 

税務代理を委任せず、申告書類等の作成だ

けを税理士に委任するという場合は、納税

者が利用開始手続きを行い、税理士にＩＤ

を連絡して、税理士が代行送信することに

なりますが、この場合は、税理士が個人情

報であるＩＤを扱うことから、代行送信の

みに使用する旨の承諾書を得て申告する

などして個人情報を保護するとのことで

す。 
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